
マイナ保険証への移行について

令和6年10月23日

横浜港湾健康保険組合
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マイナ保険証への移行の概要について

・現行の被保険者証の発行については、令和６年１２月２日に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組
みに移行します。

・そのため、令和６年１２月２日以降に医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

・なお、健康保険法上、既にマイナ保険証での資格確認が原則となっております。

（定義）
第三条
１３ この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等（第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。）から療養を受けようとする者又は
第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子証明書（電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する方
法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

（療養の給付）
第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
（略）
３ 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法
（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
（略）



法令に基づくマイナ保険証に係る方針について

当組合は、健康保険法第205条の5及び厚生労働省の
通知に基づき、皆さまにより良い医療を受けていただくために、
マイナ保険証の利用を推進しております。
（関係者の連携及び協力）
第二百五条の五 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入そ
の他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項
に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、
相互に連携を図りながら協力するものとする。

※「電子資格確認の仕組みの導入」とは「マイナ保険証によるオンライン資格確認の導入」のことを指しております。
※「その他の関係者」には、健康保険法による事業主様及び加入者様も該当します。
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（事業主様へ）
・健康保険法第205条の5の規定により、マイナ保険証の利用の推進にご協力ください。

（加入者様へ）
・健康保険法第205条の5の規定により、マイナ保険証の利用にご協力ください。



被保険者証について

〇廃止時期について
・令和６年１２月２日から被保険者証は、紛失等での再発行も含め新規に発行されません。

〇最終発行について
・事務処理の関係上、令和６年１１月２７日受付分の届書まで被保険者証は発行されます。
※不備等がない場合に限ります。

〇経過措置について
・経過措置として、現在お持ちの被保険者証は令和７年１２月１日までご使用になれます。

〇紛失について
・令和６年１２月２日以降に被保険者証を紛失した場合、マイナ保険証をご利用ください。
なお、「電子資格確認を受けることができない状況にある方」（資格確認書のページ参照）は資格確認書をご利用ください。

〇返却について
・経過措置期間中（令和７年１２月１日まで）、以下のいずれかに該当した場合、会社へ返却してください。
（任意継続被保険者の方は健康保険組合まで直接返却してください。）
①資格を喪失した場合
②被保険者証の記載事項に変更があった場合（氏名変更など）
③き損した場合
※②③に該当した方はマイナ保険証をご利用ください。
なお、「電子資格確認を受けることができない状況にある方」（資格確認書のページ参照）は資格確認書をご利用ください。

・経過措置期間後（令和７年１２月２日以降）には、被保険者証は使用不可となるため、返却不要です。
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マイナ保険証について

〇マイナンバーカードの保険証利用の申込みがまだの方へ

〇マイナンバーカードの申込みがまだの方へ
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マイナ保険証について

〇マイナ保険証のメリットについて
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◎マイナ保険証はカード型なので、今までとおり、お財布等で携帯するときに便利です！



マイナ保険証について

・出典：「令和6年6月21日 第179回社会保障審議会医療保険部 資料1」
※上記については、現時点では実証事業であることをご了承ください。
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資格情報のお知らせについて

〇資格情報のお知らせとは

・ポイント①
➡加入者資格を簡易に把握して円滑な健康保険の諸手続きを可能とするためものです。

・ポイント②
➡マイナ保険証で受診することができず、マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、
マイナンバーカードと併せて提示することにより受診可能とするものです。

・ポイント③
➡「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

・ポイント④
➡紛失やき損しないように大切に保管してください。
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〇交付について

・令和６年12月2日以降、新規加入した方に交付されます。
※既加入者には令和6年10月23日以降に交付されます。
※「既加入者で令和6年10月23日以降に交付されなかった方」には、令和６年12月2日以降に交付予定です。

〇返却について

・返却不要です。



資格情報のお知らせについて

〇マイナポータルでの確認方法について

・ポイント
➡スマートフォン等のモバイル端末から確認できます。

・資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。

・医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能ですので、
下記からアクセスしてください。

https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card

・なお、医療保険の資格情報画面は、マイナポータルのダウンロード機能を用いることであらかじめスマートフォンなどに登録し
ておくことができます。

・医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ（紙）を携帯することは必須ではない
ため、紛失したとしても再交付の申請は不要です。

・マイナ保険証と共に資格情報画面を提示することで保険診療を受けられます。

・マイナポータルの操作方法に関しては次ページをご参照ください。
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資格情報のお知らせについて
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▼マイナポータルの操作方法等のご不明点は下記へお問い合わせください。

資格情報のお知らせについて
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資格確認書について

〇資格確認書とは

・「電子資格確認を受けることができない状況にある方」 が、
保険診療を受けられるようにする物です。

・様式は以下のとおりです。
・サイズ ：はがき型（高齢受給者証と同様のサイズ）
・材質 ：紙
・有効期間：３年
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資格確認書について

①マイナンバーカードを紛失した方
②マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方

③マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
④マイナンバーカードの更新手続き中の方
⑤マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

⑥マイナンバーカードを作っていない方

⑦マイナ保険証の利用登録解除を申請した方（登録解除者）
⑧マイナンバーカードを返納した方

⑨資格確認書を滅失・き損した方

【当組合からのお願い】③～⑤：健康保険法第205条の5及び厚生労働省の通知に基づき、登録や更新手続きを
行えば資格確認書は不要ですので、速やかに当該手続きをお願いします。

【当組合からのお願い】⑥：健康保険法第205条の5及び厚生労働省の通知に基づき、出生児の場合を想定して
います。それ以外の方につきましてはマイナ保険証の利用をお願いします。

【当組合からのお願い】⑦⑧：健康保険法第205条の5及び厚生労働省の通知に基づき、マイナ保険証の利用を
お願いします。

〇交付対象者（「電子資格確認を受けることができない状況にある方」）について
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資格確認書について

〇交付時期について

・新規加入者の資格確認書は、令和６年１２月２日以降、本人からの申請に基づき、会社を経由して交付します。
（任意継続被保険者の方は直接交付します。）

〇返却について

・以下の場合は会社へ返却してください。（任意継続被保険者の方は健康保険組合まで直接返却してください。）
・資格喪失日が有効期限前の場合
・資格確認書の記載事項に変更があった場合（氏名変更など）
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各証等の比較の概要について

マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書 被保険者証

形状 カード 紙 紙 カード

使用目的 医療機関を受診する
とき

被保険者資格等の
簡易把握

電子資格確認を
受けることができな
い状況にある方
（マイナ保険証を
紛失等した方）が
医療機関を受診
するとき

医療機関を受診する
とき

被保険者証
としての使用

〇 × 〇 〇

高齢受給者証
としての使用

〇 × × ×

限度額適用認定証
としての使用

〇 × × ×

特定疾病療養受領証
としての使用

〇 × × ×
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※マイナ保険証を特定疾病療養受領証として使用するためには当組合への特定疾病認定の申請が必要です。



令和６年１２月２日以降の医療機関等受診方法について

・マイナ保険証をお持ちの方が医療機関等に持参するもの
①マイナ保険証
※以下の場合、「資格情報のお知らせ（紙orスマホ等のモバイル端末）」も必要です。
・カードリーダーがない医療機関等を受診する場合
・医療機関等にカードリーダーはあるが、当該カードリーダーが故障等して使えない場合

・マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等に持参するもの
①被保険者証（令和7年12月1日まで）or資格確認書（有効期限以内のものに限ります。）
②高齢受給者証（該当者のみ必要です。）
③限度額適用認定証（該当者のみ必要です。）
④特定疾病療養受領証（該当者のみ必要です。）

当組合は、健康保険法第205条の5及び厚生労働省の通知に基づき、
皆さまにより良い医療を受けていただくために、マイナ保険証の利用を推
進しておりますので、マイナ保険証のご利用をお願いします。
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